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奈良教育大学研究生規則  

 

平成１６年４月１日 

制       定 

改正 平成１７年１０月２７日規則第５４号 

改正 平成２６年１２月１８日規則第３３号 

改正 平成２７年１１月２６日規則第５０号 

 

（趣旨） 

第１条 国立大学法人奈良教育大学学則（平成１６年奈良教育大学規則第１号。以下「学

則」という。）第５６条第２項の規定に基づき、研究生について必要な事項を定めるもの

とする。 

（目的） 

第２条 本学において特定の学問分野について専門研究を行う者に対し、その研究に関す

る知識及び技能を修得させ、研究の成果をあげさせることを目的とする。 

（入学資格） 

第３条 研究生の入学資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認

められる者で、特定の分野について研究成果をあげ得ると認められる者とする。 

（入学志願） 

第４条 研究生として入学を志願する者は、次の各号に定める書類に検定料を添えて、学

長に願い出なければならない。 

一 入学願書 

二 履歴書 

三 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書 

四 最終出身学校の学業成績証明書 

五 研究の指導を受けようとする教員の内諾書 

六 勤務所属長の承諾書(現職者のみ)。ただし、現職教育のため任命権者の命により派

遣される者及び産業教育振興法（昭和２６年法律第２２８号）に基づく内地留学生に

ついては、その派遣書とする。 

七 写真 １枚 

（研究生の選考） 

第５条 研究生の選考は、書類選考のほか、学力検査（実技検査を含む。）及び面接を行う

ことがある。 

（入学手続及び入学許可） 

第６条 学長は、教授会の議を経て、合格者を決定する。 

２ 合格した者は、入学料を添えて所定の手続きをとらなければならない。 

３ 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

（入学の時期） 
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第７条 研究生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事情がある

ときは、この限りでない。 

（研究期間） 

第８条 研究生の研究期間は、入学を許可された年度の１年以内とする。 

２ 前項の研究期間を満了した研究生が、なお引き続き研究しようとするときは、更に１

年以内に限り許可することができる。 

３ 前項の規定により研究生を志望する者は、第４条に定める出願書類のうち願書・写真

を提出すること。現職者については、この他に第４条第六号の書類を提出すること。 

（指導教員） 

第９条 研究生の指導教員（以下「研究生指導教員」という。）は、研究課題に応じ学長が

定める。 

２ 研究生は、特定の研究課題について研究生指導教員の指導を受けるほか、研究生指導

教員及び授業科目担当教員の承認を得て、他の学生の教育に支障のない範囲において当

該研究に関連のある授業の聴講が認められる。ただし、単位を修得することはできない。 

（研究の修了） 

第１０条 研究生が所定の期間在学し、その研究を終えた場合には、研究成果の概要等を

記載した研究修了届を研究生指導教員を経て学長に提出しなければならない。 

２ 学長は、研究修了者に対し、研究を修了した旨の証明書を交付することができる。 

（検定料、入学料及び授業料） 

第１１条 研究生の検定料、入学料及び授業料（以下｢授業料等｣という。）の額は、国立大

学法人奈良教育大学授業料その他の費用に関する規則（平成１６年奈良教育大学規則第

９８号）に定めるとおりとする。 

２ 研究生の授業料は４月よりの６か月分については４月に、１０月よりの６か月分につ

いては１０月に納入しなければならない。ただし、研究期間が６か月未満であるときは、

その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納入しなければならない。 

３ 現職教育のため任命権者の命により派遣された者及び産業教育振興法（昭和２６年法

律第２２８号）に基づく内地留学生に対する授業料等は、徴収しない。 

４ 納付された授業料等は、返還しない。ただし、授業料を納入した研究生が在学中に研

究の中止を認められ、授業料の返還を申し出た場合は、研究中止月の翌月以降分の授業

料を返還することができる。 

（研究に要する特別の費用） 

第１２条 研究に要する特別の費用は、研究生の負担とする。 

（研究の中止） 

第１３条 研究を中止しようとするときは、研究生指導教員を経て学長に届け出るものと

する。 

（除籍） 

第１４条 研究生として不適当と認められる行為があったとき又は第１１条第２項に定め

る授業料納付期間内に授業料を納めないときは、教授会の議を経て、学長がこれを除籍



3 

する。 

（学則の準用） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、学則の規定を準用

する。 

 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年規則第５４号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第３３号） 

この規則は、平成２６年１２月１８日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第５０号） 

この規則は、平成２７年１１月２６日から施行する。 

 


